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令和 6年度の
決算を公表します（一般会計・特別会計）

q１００３４３３
i�財政課p042-312-8701

歳入
　前年度と比べて、市税は、納税義務者数や個人所得などの増により、
４億609万円の増となりました。歳入全体としては、庁舎建設資金積立基
金繰入金や新庁舎建設事業債などの増により、77億9,607万円の増とな
りました。

歳出
　前年度と比べて、庁舎建設資金積立基金積立金などの減により、諸支出
金が６億7,283万円の減となりました。一方で、新庁舎建設工事費などの増
により総務費が58億3,536万円の増となり、歳出全体では77億2,874万円の
増となりました。

●一般会計の主な事業
事業名 事業費 事業名 事業費

旧庁舎用地利活用事業 １億4,540万円 黒鐘公園整備事業 2,415万円
学校ＩＣＴ環境整備事業 8,083万円 国分寺市史編さん事業 1,844万円
デジタル技術を活用した新たな窓口サービス事業 6,026万円 家庭用防災用品購入費補助事業 1,843万円
脱炭素社会形成推進事業 5,268万円 「市制施行60周年記念事業」新庁舎落成式典等記念事業 1,338万円

国庫支出金 115億9,643万円 (16.6%)

その他 29億2,024万円 (4.3%)
諸収入 10億5,501万円 (1.5%)

繰越金 18億9,088万円 (2.7%)

都支出金 91億2,812万円 (13.1%)

地方消費税交付金 
      30億9,429万円 (4.4%)

市税 
252億2,498万円

 (36.2%)

市債 62億760万円 (8.9%)

繰入金 74億5,618万円 (10.7%)

使用料及び手数料 10億9,816万円 (1.6%)

歳入
696億7,189万円
(対前年度比12.6%増)

歳出
675億5,530万円

（対前年度比12.9%増）

民生費 
284億6,499万円 

(42.1%)

教育費 76億5,960万円 (11.3%)

諸支出金 25億2,888万円 (3.7%)諸支出金 25億2,888万円 (3.7%)

総務費 141億9,857万円 (21.0%)

衛生費 50億8,108万円 (7.5%)

土木費 42億9,089万円 (6.4%)

公債費 22億1,950万円 (3.3%)公債費 22億1,950万円 (3.3%)
消防費 20億5,733万円 (3.0%)消防費 20億5,733万円 (3.0%)
商工費 5億2,385万円 (0.8%)商工費 5億2,385万円 (0.8%)
その他 5億3,061万円 (0.9%)その他 5億3,061万円 (0.9%)

●全会計の決算額
会計 歳入 歳出

一般会計 ６９６億７,１８９万円 ６７５億５,５３０万円
土地取得特別会計 ０円 ０円
国民健康保険特別会計 １１２億７,９８３万円 １１１億３,１１２万円
介護保険特別会計 １００億８１６万円 ９６億４,１９５万円
後期高齢者医療特別会計 ３５億４,２９４万円 ３４億９,８９６万円

全会計　合計 ９４５億２８２万円 ９１８億２,７３３万円

会計 収益的収入 収益的支出

下水道事業会計

２５億５,６８２万円 ２８億２,８２４万円

資本的収入 資本的支出

６億１,５８６万円 ９億２,６９３万円
※�下水道事業は、地方公営企業法の財務規定の適用により会計方式が
公営企業会計に移行しているため、別表示としています

●市債残高・基金残高の推移状況

（＊7）市債
　道路、公園、小・中学校、下水道などの公共施設整備のために、国や都、金融機
関などから長期に借り入れて調達した資金。整備した公共施設は将来にわたっ
て使用するため、将来の市民も負担することで世代間の負担を公平にします

（＊8）基金
　条例によって設置され、特定目的のために積み立てられた資金や財産。年度間の
財政不均衡や予期せぬ経済変動に備える財政調整基金のように、法律で設置が
義務づけられているものもあります
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●一般会計歳入歳出決算の状況

（＊�6）経常収支比率とは、地方公共団体の財政構造の弾力性を
判断する指標として使われるもので、人件費等の経常経費
に地方税等の経常的な収入である一般財源がどの程度充当
されたかをみるもの。経常経費に充当した一般財源の残り
の部分が大きいほど臨時の財政需要に対応できることとな
り、財政構造に弾力性があるといえます

●経常収支比率（＊6）の推移●健全化判断比率の算定結果

指標 本市
多摩
２６市
平均

早期
健全化
基準
（＊1）

財政
再生
基準
（＊2）

解説

実質赤字
比率

黒字のため
数値なし

11.92% 20.00%
普通会計（＊3）の赤字額が、税や交付金な
どの市の収入の標準額（＊4）に対しどれく
らいの割合かを示す指標

連結実質
赤字比率 16.92% 30.00%

普通会計だけでなく、国民健康保険事業な
どの特別会計、下水道事業などの公営企業
会計も含めた、市全体における赤字額がど
れくらいの割合かを示す指標

実質公債費
比率 2.1% 1.6% 25.0% 35.0%

市全体の実質的な借金返済額（公債費）が、
税や交付金などの市の収入の標準額に対し
どれくらいの割合かを示す指標

将来負担
比率 54.7% 5.1% 350.0%

一般会計等で将来負担することが見込まれ
る額が、税や交付金などの市の収入の標準
額に対しどれくらいの割合かを示す指標

（＊�1）数値が１つでもこの基準を超えた場合、国の関与の下で計画的に財政の健全化を図ってい
くことになる、イエローカードのようなものです。本市は、早期健全化基準を大きく下回っ
ています

（＊�2）レッドカードのようなもので、この基準を超えた場合、国のより強い関与の下、財政再生
を進める必要があります。本市は、財政再生基準を大きく下回っています

（＊�3）地方財政の統計などに用いられる会計。本市は、一般会計・土地取得特別会計の２会計で
構成しています

（＊�4）財政用語で標準財政規模といい、令和６年度は約276億2,746万円です

●資金不足比率の算定結果
指標 下水道事業会計 経営健全化基準（＊5） 解説

資金不足比率 黒字のため
数値なし 20.0％

赤字の公営企業会計の資金不足額が
収入（料金収入や土地売却収入）のど
のくらいを占めているかを示す指標

（＊�5）この数値を超えた場合は、公営企業会計ごとに経営健全化計画を定め、経営の健全化に向
けて早急に取り組まなければなりません

●�国分寺市土地開発
　公社資産等

令和7年３月３１日現在

資産（３６億９０７万円）

現金および預金 ６,０１１万円

公有用地
事業用地　20,622.47㎡ ３５億４,８９６万円

負債（３４億８,３４４万円）

事業用地短期借入金 ２８億２,７９０万円

市借入金 ６億５,５５２万円

その他未払金 ２万円

資本（１億２,５６３万円）

資本金および準備金 １億２,５６３万円

※�市の事業計画に基づいて土地開発公社が
先行取得した事業用地は、早期に事業活
用が図れるよう検討しています

●市有財産の状況
令和7年３月３１日現在

土地
公園や施設の敷地

５２６,８６１.４９㎡		

建物
学校や公民館など

１８９,２５７.１３㎡	

物権
地上権

１,３５２.５８㎡

出資に
よる
権利

（株）JR中央線コミュニティデザイン
出資金など

５,７９０万円

物品
１件１００万円以上の自動車等備品類

３６１点

債権
国分寺市土地開発公社貸付金など

６億８,００８万円	

基金
財政調整基金など

１１３億８,６１９万円	

　市では、他市と共同で一部事務組合を作り、競艇・競輪の収益
事業を運営しています。令和６年度は収益金１億７,０００万円の収
入がありました。

●収益事業（競走事業）

（＊9）固定資産台帳の整備と企業会計的要素である発生主義・複式簿記の
　導入を前提とする、総務省が設定した地方公共団体で行われる会計制度
　の基準

　市では、統一的な基準(＊9)に基づき一般会計等令和6年度決算財
務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収
支計算書）を作成し、市議会に報告しています。全体および連結財務
書類は現在作成中で、完成後公表します。

●統一的な基準による財務書類の公表

●森林環境譲与税の使途
決算額　１,579万円

わんぱく学校事業 165万円
樹林地等保存事業 1,414万円

※�森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第３４条第３項
の規定に基づき、平成３１（令和元）年度より公表しています
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その通りです。ふるさと納税による市税の流出額は増え続け、令和6年度は�
約9億5,000万円でした。4年度からの3年間で約25億円となり、これは6年度実績
の三小の校舎増築工事が3回できる金額、また市の人口1人当たり約19,000円に
相当する額となります。
このまま財源が失われ続けると、行政サービスの低下のおそれがあります。

他の自治体へふるさと納税をすると、�
市に納められる税金が減ってしまうの？

６年度５年度４年度３年度令和２年度31年度平成30年度

2.9億円2.9億円
3.9億円3.9億円 4.0億円4.0億円

5.5億円5.5億円
6.9億円6.9億円

8.3億円8.3億円
9.5億円9.5億円

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく
健全化判断比率及び資金不足比率は、昨年同様にすべ
ての指標で早期健全化基準または経営健全化基準の範
囲内でした。
　経常収支比率は、前年度と同率で、多摩26市の中で
は上位から21番目の数値となり、財政が依然として硬
直傾向にあることを表しています。
　健全化判断比率や経常収支比率などの数値だけで
は、自治体の正確な状況を把握することはできません
が、引き続き健全な財政運営に取り組んでいきます。

ふるさと納税で
市税が流出！


